
 

難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針及び小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっているこ

とにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針の一部を改正する

告示案に関する意見募集の結果について 

 

令和６年３月 29日 

厚生労働省 

健康・生活衛生局難病対策課 

 

難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針及び小児慢性特定疾病その他の疾病にかかっている

ことにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針の一部を改正す

る告示案について、令和５年 11月 30日（木）から同年 12月６日（水）まで御意見を募集したところ、計１件の御意見をい

ただきました。 

お寄せいただいた御意見とそれに対する考え方について、以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも厚生労働行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

No. 案に対する御意見 御意見に対する厚生労働省の考え方 

１ 

厚生労働大臣、厚生労働省健康・生活衛生局難病対策課、

関係各位のお取り計らいに惜しみない賞賛を送りたいと思

います。日本の未来のために素晴らしい働きをしてくださ

り有難うございます。 

ありがとうございます。本案に賛成の御意見として承り

ます。 

 


